
 事前確認公募  

 

奈良国立博物館文化財保存修理所等の使用に関する公募 

 

１．公募に付する事項 

（１）事業名  奈良国立博物館文化財保存修理所等の使用 漆工室５４㎡ 

（２）事業内容 奈良国立博物館（以下「当館」という。）の文化財保存修理所の施設内で、漆工分野の文化

財の修理、模写又は模造を行うものとし、文化財の保存及び修理等に支障のない限り、当館

の行う調査研究及び陳列に協力するものとする。 

 

２．公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

次の各号の要件を全て満たす者とする。 

（１）独立行政法人国立文化財機構契約事務取扱細則第４条及び第５条の規定に該当しない者であること。 

（２）分任契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

３．特殊な技術等の要件 

（１）令和５年度・令和６年度に、漆工分野の国宝・重要文化財及び国・独立行政法人国立文化財機構が所

蔵する文化財（以下総称して「国宝等」という。）の修理実績を各年度１件以上有すること。 

（２）国の認定を受けた保存技術団体に属する者若しくは当該団体が定める一定の資格を有する者又は上記

（１）の修理実績において修理作業に従事した者が在籍していること。 

（３）令和７年度以降に、漆工分野の国宝等の修理計画を１件以上有すること。 

 

４．公募の条件を満たす旨の意思表示 

本公募の条件を満たしており応募を希望する者（以下「応募者」という。）は、令和７年３月２７日（木）

１７時００分までに、下記連絡先のＥメールアドレス宛に件名を「奈良国立博物館文化財保存修理所等の使

用 漆工室応募（会社名等）」としたメールを送信し、応募の意思表示を行うこと。 

【連絡先】所在地：〒６３０－８２１３ 奈良市登大路町５０ 

機関名：独立行政法人国立文化財機構 奈良国立博物館 総務課財務係 

電話番号：０７４２－２２－７７７２ 

Ｅメール：kaikei_narahaku@nich.go.jp 

 

５．使用を予定する者 

  公募の結果、応募者がなければ、当館は下記の者に使用を許可するものとする。 

使用予定者 使用予定期間 

合同会社北村文化財漆工 令和７年４月１日～令和１０年３月３１日 

 

 

令和７年３月７日 

独立行政法人国立文化財機構 

奈良国立博物館 分任契約担当役 

                  副館長    城田 由二 
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